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秋 田 市 社 会 福 祉 審 議 会 の 傍 聴 に 関 す る 要 領  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 秋 田 市 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 要 綱 （ 以 下  

 「 公 開 要 綱 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第 １ 項 お よ び 第 ４ 条 第 ３ 項 な ら び に 秋 田

 市 社 会 福 祉 審 議 会 運 営 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 秋 田 市 社 会 福 祉 審 議

 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） の 傍 聴 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

 と す る 。  

 

 （ 審 議 会 の 公 開 ）  

第 ２ 条  審 議 会 は 、 原 則 と し て 公 開 と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ

 い て 審 議 す る 場 合 は 、 公 開 要 綱 第 ２ 条 第 １ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 非 公 開 と

 す る 。  

 ( 1 )  民 生 委 員 の 適 否 の 審 査 に 関 す る 事 項  

 ( 2 )  身 体 障 害 者 の 障 害 程 度 等 の 審 査 に 関 す る 事 項  

２  前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の ほ か 、 公 開 要 綱 第 ２ 条 第 １ 号 に 該 当 す る 事 項

 を 審 議 す る 場 合 に 公 開 又 は 非 公 開 と す る 決 定 は 、 委 員 長 に 一 任 す る 。  

 

 （ 傍 聴 の 手 続 等 ）  

第 ３ 条  審 議 会 を 傍 聴 し よ う と す る 者 は 、 開 会 予 定 時 刻 ま で に 、 受 付 簿 に

氏  名 お よ び 住 所 を 記 入 し 、 会 場 に 入 る こ と と す る 。  

２  傍 聴 者 の 定 員 は 、 審 議 会 の 開 催 の 都 度 、 審 議 会 の 事 務 局 が 会 場 の 収 容

 人 数 等 を 考 慮 し て 定 め る 。  

 

 （ 傍 聴 す る こ と が で き な い 者 ）  

第 ４ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 傍 聴 す る こ と が で き な い 。  

 ( 1 )  酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る 者  

 ( 2 )  凶 器 類 等 他 人 に 危 害 を 加 え る お そ れ が あ る 物 品 を 携 帯 し て い る 者  

 ( 3 )  は ち 巻 、 ビ ラ 、 プ ラ カ ー ド 、 旗 の 類 等 審 議 を 妨 害 す る お そ れ が あ る

  物 品 を 携 帯 又 は 着 用 し て い る 者  

 ( 4 )  そ の 他 審 議 を 妨 害 し 、 又 は 他 人 に 迷 惑 を お よ ぼ す お そ れ が あ る と 認
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  め ら れ る 者  

 

 （ 傍 聴 者 の 守 る べ き 事 項 ）  

第 ５ 条  傍 聴 者 は 、 次 の 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  静 粛 に 傍 聴 す る こ と と し 、 騒 ぎ 立 て た り 、 審 議 内 容 に 対 し て 公 然 と

   可 否 を 表 明 し な い こ と 。  

 ( 2 )  審 議 中 に 発 言 を し な い こ と 。  

 ( 3 )   会 場 に お い て 、 写 真 撮 影 、 録 画 、 録 音 等 を し な い こ と 。 た だ し 、 報

  道 の 任 務 に あ た る 者 に つ い て は 、 委 員 長 の 許 可 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限

  り で な い 。  

 ( 4 )  会 場 に お い て 、 飲 食 又 は 喫 煙 を し な い こ と 。  

 ( 5 )  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 を 妨 害 す る 行 為 を し な い こ と 。  

 

 （ 退 場 ）  

第 ６ 条  委 員 長 は 、 第 ５ 条 に 掲 げ る 事 項 に 違 反 す る 者 を 退 場 さ せ る こ と が

 で き る 。  

 

 （ 専 門 分 科 会 へ の 準 用 ）  

第 ７ 条  第 ２ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の 規 定 は 、 専 門 分 科 会 に つ い て 準 用 す る 。

 こ の 場 合 に お い て 、 「 審 議 会 」 と あ る の は 「 専 門 分 科 会 」 と 、 「 委 員  

 長 」 と あ る の は 「 専 門 分 科 会 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

 （ 部 会 へ の 準 用 ）  

第 ８ 条  第 ２ 条 か ら 第 ６ 条 ま で の 規 定 は 、 部 会 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

 合 に お い て 、 「 審 議 会 」 と あ る の は 「 部 会 」 と 、 「 委 員 長 」 と あ る の は

 「 部 会 長 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 

    附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 7 年 ９ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


